
 

 

 

 

 

 

 

かすみがうら市生活交通ネットワーク計画（案） 
 

【平成 25年度】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 2月 22日 
 

かすみがうら市地域公共交通会議 



 

○生活交通ネットワーク計画の名称：かすみがうら市地域内フィーダー系統確保維持計画 

○計画期間：平成 25年度から平成 27年度 
 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

○本市では、通勤通学はもとより、買い物や通院目的等も含めて土浦方面への移動ニーズが

高く、また、霞ヶ浦地域では、平成21年3月31日に民間路線バスが全廃となったため、移動

手段を持たない高齢者等の日常生活に大きな影響が出ており、効率的・効果的な交通手段の

確保が重要な課題となっています。 

○このため、本市の広域的な交流を支える役割を担うとともに、中心市街地の活性化、安心

して生活できる市民生活の確保など、まちづくりの観点から、市民はもとより来訪者も含め

た総合的な公共交通の連携・再編が求められています。 

○平成22年度から「かすみがうら市地域公共交通総合連携計画」に基づき、シャトルバス及

びデマンド型乗合タクシーの実証運行を実施、本格運行化しており、将来的に維持可能なものと

することが求められています。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

○「かすみがうら市地域公共交通総合連携計画」で掲げた基本理念、計画目標の実現に向け

て取り組みます。 

【基本理念】 

・豊かな市民生活と地域づくりを支える社会資本 

【計画目標】 

①数値目標 

・市民のバス等利用率：現況約 25％→将来目標約 40％ 

②計画目標 

・公共交通の役割分担と再編による維持 

・地域内生活交通確保とまちの活性化の連携 

・既存交通機関を活用した効果的、効率的な運行 

・公共交通の利用促進 

・協働による維持可能な公共交通サービスの確立 

 

○数値目標 

・市が運営する公共交通利用者数の向上：目標 3人/便 

 （現況）土浦駅シャトルバス 1.8人/便 

     霞ヶ浦地区乗合タクシー 2.4/便 

     千代田地区乗合タクシー 1.2/便 

・市が運営する公共交通収支率の改善：目標 30％以上 

 （現況）土浦駅シャトルバス 29.7％ 

     霞ヶ浦地区乗合タクシー 11.6％ 

     千代田地区乗合タクシー 6.0％ 

（２）事業の効果 

○定量的な目標を達成することにより、次の効果が期待されます。 

・市街地の一体的連携 

・公共交通不便地域の解消 

・病院、買い物等へのアクセス向上等住民の生活の質的向上 

・民間路線バスの活性化 

・住民の公共交通の利便性等に対する満足度の向上 

 

1



 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表２」を添付 

５．別表４の補助事業の基準二に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３

回以上で足りると認めた系統の概要 

地域内フィーダー系統確保維持計画のため記載なし 

６．別表４の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

地域内フィーダー系統確保維持計画のため記載なし 

７．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

８．車両の取得に係る目的・必要性 

車両の取得を行わないため記載なし 

９．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

車両の取得を行わないため記載なし 

１０．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負

担者及びその負担額 

車両の取得を行わないため記載なし 

１１．協議会の開催状況と主な議論  

 

・平成 22年 3月 かすみがうら市地域公共交通総合連携計画策定 

 ・平成 23年 10月 28日（平成 23年度第 2回） 

実証運行に関する市民アンケート調査結果について報告 

運行内容の見直しについて協議 

  ・平成 24年 1月 17日（平成 24年度第 3回） 

23年度事業評価の実施 

24年度運行計画について協議（4・5月の運行計画について合意） 

  ・平成 24年 4月 25日（平成 24年度第 1回） 

    24年度運行計画について協議（6月からの運行計画について合意） 

  ・平成 24年 6月 28日（平成 24年度第 2回） 

生活交通ネットワーク計画について協議、承認 

  ・平成 25年 2月 22日（平成 24年度第 3回） 

生活交通ネットワーク計画変更について協議、承認 

１２．利用者等の意見の反映 

○生活交通ネットワーク計画の基本となっている「かすみがうら市地域公共交通総合連携計

画」の策定にあたり、各種アンケート（市民、自動車通勤者、集客施設）、ヒアリング（公

共交通利用者、観光施設等来訪者）、意見交換会（市民）、意見公募手続を実施しました。 

○生活交通ネットワーク計画については、実証運行実績、市民アンケート調査結果を反映し

て作成し、交通会議において協議・承認されています。 
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１３．協議会メンバーの構成員 

かすみがうら市地域公共交通会議 構成員 

 
 

市長又はその指名する者 かすみがうら市長 

国及び県の関係行政機関 

関東運輸局茨城運輸支局 

茨城県企画部企画課交通対策室 

土浦土木事務所道路整備第二課 

土浦警察署交通課 

一般旅客自動車運送事業者 

関鉄グリーンバス㈱  関鉄観光バス㈱ 

㈲千代田タクシー   ㈲美並タクシー 

霞ヶ浦交通㈱     ㈲まゆ観光 

㈲神立観光      ㈲鶴観光バス 

一般旅客自動車運送事業者が組織する団体 
一般社団法人茨城県バス協会 

茨城県ハイヤー・タクシー協会 

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の

運転者が組織する団体 
関東鉄道労働組合 

市議会議長 かすみがうら市議会議長 

市民又は公共交通の利用者の代表者 

かすみがうら市区長会会長 

かすみがうら市老人クラブ連合会会長 

かすみがうら市ＰＴＡ連絡協議会会長 

かすみがうら市商工会会長 

エンゼルハート会理事長 

学識経験者 筑波大学大学院講師 

その他の交通会議が必要と認める者 

土浦市都市整備部長 

行方市市長公室長 

かすみがうら市市長公室長 

かすみがうら市総務部長 

かすみがうら市保健福祉部長 

かすみがうら市土木部長 
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 25年度

基準ロで該
当する要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保策

基準ニで該
当する要件

茨城県 関鉄グリーンバス㈱ 霞ヶ浦広域バス
地域内
フィーダー

3,058.0 ①
地域間幹線系統
の停留所と接続

③

かすみがうら市 ㈲美並タクシー
霞ヶ浦地区ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型
乗合ﾀｸｼｰ

地域内
フィーダー

4,484.5 ②（２） 鉄道駅と接続 ③

㈲千代田タクシー
千代田地区ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型
乗合ﾀｸｼｰ

地域内
フィーダー

2,687.0 ②（２）
地域間交通ネット
ワークの停留所、
鉄道駅と接続

③

10,230

（注）

１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。

３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表６「補助対象の基準」）

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのよう
に接続を確保するかについて記載する。

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名 運行系統名

地域間幹
線／地域
内フィー
ダーの別

確保維持事業
に要する国庫補

助額（千円）

合　　計
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 26年度

基準ロで該
当する要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保策

基準ニで該
当する要件

茨城県 関鉄グリーンバス㈱ 霞ヶ浦広域バス
地域内
フィーダー

5,088.0 ①
地域間幹線系統
の停留所と接続

③

かすみがうら市 ㈲美並タクシー
霞ヶ浦地区ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型
乗合ﾀｸｼｰ

地域内
フィーダー

4,438.0 ②（２） 鉄道駅と接続 ③

㈲千代田タクシー
千代田地区ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型
乗合ﾀｸｼｰ

地域内
フィーダー

2,676.5 ②（２）
地域間交通ネット
ワークの停留所、
鉄道駅と接続

③

12,203

（注）

１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。

３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表６「補助対象の基準」）

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのよう
に接続を確保するかについて記載する。

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名 運行系統名

地域間幹
線／地域
内フィー
ダーの別

確保維持事業
に要する国庫補

助額（千円）

合　　計
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 27年度

基準ロで該
当する要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保策

基準ニで該
当する要件

茨城県 関鉄グリーンバス㈱ 霞ヶ浦広域バス
地域内
フィーダー

5,088.0 ①
地域間幹線系統
の停留所と接続

③

かすみがうら市 ㈲美並タクシー
霞ヶ浦地区ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型
乗合ﾀｸｼｰ

地域内
フィーダー

4,317.0 ②（２） 鉄道駅と接続 ③

㈲千代田タクシー
千代田地区ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型
乗合ﾀｸｼｰ

地域内
フィーダー

2,643.0 ②（２）
地域間交通ネット
ワークの停留所、
鉄道駅と接続

③

12,048

（注）

１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。

３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表６「補助対象の基準」）

合　　計

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのよう
に接続を確保するかについて記載する。

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名 運行系統名

地域間幹
線／地域
内フィー
ダーの別

確保維持事業
に要する国庫補

助額（千円）
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

あじさい館

霞ヶ浦庁舎

あじさい館

霞ヶ浦庁舎

1 ××× 円 円 円

1 ××× 円 円 円

円 円 円

円 円 円

××× 円 円 円 16,056千円 3058千円合計 ×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

円　　　銭 円 千円

円　　　銭 円

××× #VALUE! #VALUE! #VALUE!

千円

千円 千円

北関東

××× #VALUE! #VALUE!

補助ブ
ロック名

申請
番号

#VALUE!

ヨのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちいず
れか少ないほうの額）

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

ト
ト×ヲ以上
の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象
系統のキロ

当たり
経常収益
（ノの額）

補助対象
系統の経常

収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ

56166.4ｋｍ
復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ
合計 系統

％ ．ｋｍ
復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

．ｋｍ
復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ
％

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

日 回
往　．　Ｋｍ

日 回

往 0.0km （平均）
100% 9,318.4km

0.0km 復 0.0km 0.0km

日 915 回
往25.6　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

復25.6　Ｋｍ 25.6Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ
100% 46848.0ｋｍ

　．　Ｋｍ

補助ブロック外乗り入れ部分
及び同一補助ブロック市区町
村外乗り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

北関東

1
霞ヶ浦
広域バ

ス

土浦
駅西
口

玉
造
駅

182

183

起点
主な

経由地
終
点

日 182 回
往 25.6km （平均） 往 0.0km

復 25.6km 25.6km 復 0.0km

（平均）

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行日
数

チ リ ヌ

計画運行
回数

系統キロ程
補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック名
補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ

北関東 #VALUE! 285円. 81銭 #VALUE! #VALUE!

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 2,295,781 経常収支率 ×××

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走
行キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

千円 営業外損益 ××× 経常損益

北関東 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 2,270,689 経常収支率 ×××

×××

基準期間の前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ”） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ”） ×××

×××営業損益 ×××

経常損益 ×××営業損益 ×××

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 2,224,077 経常収支率 ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用

事業者名 関鉄グリーンバス株式会社 25年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※)

の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ） ×××

×××

1
霞ヶ浦
広域バ

ス

土浦
駅西
口

玉
造
駅

千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円

×××

営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益 ×××

営業外収益 ××× 経常収益（イ’） ×××
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1 ××× #VALUE!

1 ××× 円

円

円

円 ％ 100 ％ 円 ％ 円 ％

（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

申請
番号

1 ％

％

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。
　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基
準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に
係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対
象期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することがで
きる。）

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均
値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）
に記載すること。

円　　　　銭

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定め
る期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

円　　　　銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

北関東
円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 56円. 42銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブロック名
補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益
（基準期間の前々年度）　ｅ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

補助対象系統の実車走行キ
ロ当たり経常収益

　（基準期間※） ｇ

平均増減率
(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))

÷2　=　ｈ

補助対象系統の実車走行キロ当た
り経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ

合計

北関東

#VALUE! #VALUE!

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を
控除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の

者」の具体的
概要ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

×××
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

あじさい館

霞ヶ浦庁舎

1 ××× 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

××× 円 円 円 16,056千円 5088千円合計 ×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

円　　　銭 円 千円

円　　　銭 円

円　　　銭 円 千円 千円

千円

千円 千円

北関東

××× #VALUE! ×××千円

補助ブ
ロック名

申請
番号

×××千円

ヨのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちいず
れか少ないほうの額）

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

ト
ト×ヲ以上
の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象
系統のキロ

当たり
経常収益
（ノの額）

補助対象
系統の経常

収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ

．ｋｍ
復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ
合計 系統

％ ．ｋｍ
復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

．ｋｍ
復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ
％

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

日 回
往　．　Ｋｍ

日 回

往 0.0km （平均）
100% 93,440.0km

0.0km 復 0.0km 0.0km

日 回
往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ
％ ．ｋｍ

　．　Ｋｍ

補助ブロック外乗り入れ部分
及び同一補助ブロック市区町
村外乗り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

北関東

1
霞ヶ浦
広域バ

ス

土浦
駅西
口

玉
造
駅

365

起点
主な

経由地
終
点

日 1825 回
往 25.6km （平均） 往 0.0km

復 25.6km 25.6km 復 0.0km

（平均）

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行日
数

チ リ ヌ

計画運行回
数

系統キロ程
補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック名
補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ

北関東 #VALUE! 285円. 81銭 #VALUE! #VALUE!

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 2,295,781 経常収支率 ×××

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

北関東 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ”） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ”） ×××

×××営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 2,224,077 経常収支率 ×××

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 2,270,689 経常収支率 ×××

事業者名 関鉄グリーンバス株式会社 26年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※)

の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ） ×××

××× 経常損益 ×××営業損益 ××× 千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円

×××

営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益 ×××

営業外収益 ××× 経常収益（イ’） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ×××
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1 ××× 円

円

円

円

××× 円 ××× 円 円 ％ ××× 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

申請
番号

1 ％

％

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。
　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準
期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に
係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象
期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ
る。）

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338
号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均
値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）
に記載すること。

円　　　　銭

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める
期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載す
ること。

円　　　　銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

北関東
円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 56円. 42銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブロック名
補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益
（基準期間の前々年度）　ｅ

補助対象系統の実車走行キ
ロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

補助対象系統の実車走行キ
ロ当たり経常収益

　（基準期間※） ｇ

平均増減率
(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))

÷2　=　ｈ

補助対象系統の実車走行キロ当た
り経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ

合計

北関東

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を
控除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の

者」の具体的
概要ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

あじさい館

霞ヶ浦庁舎

1 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 16,056千円 5088千円合計 ××× ××× ××× ××× ×××

円　　　銭 円 千円

円　　　銭 円

×××

円　　　銭 円 千円 千円

千円

千円 千円

北関東

××× #VALUE! ××× ××× ×××

補助ブ
ロック名

申請
番号

×××

ヨのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2

×××

国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちいず
れか少ないほうの額）

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

ト
ト×ヲ以上
の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象
系統のキロ

当たり
経常収益
（ノの額）

補助対象
系統の経
常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ

．ｋｍ
復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ
合計 系統

％ ．ｋｍ
復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

．ｋｍ
復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ
％

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ

日 回
往　．　Ｋｍ

日 回

往 0.0km （平均）
100% 93,440.0km

0.0km 復 0.0km 0.0km

日 回
往　．　Ｋｍ 往　．　Ｋｍ

復　．　Ｋｍ 　．　Ｋｍ 復　．　Ｋｍ

往　．　Ｋｍ
％ ．ｋｍ

　．　Ｋｍ

補助ブロック外乗り入れ部分
及び同一補助ブロック市区町
村外乗り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

北関東

1
霞ヶ浦
広域バ

ス

土浦
駅西
口

玉
造
駅

365

起点
主な

経由地
終
点

日 1825 回
往 25.6km （平均） 往 0.0km

復 25.6km 25.6km 復 0.0km

（平均）

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

チ リ ヌ

計画運行回
数

系統キロ程
補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック名
補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ

北関東 #VALUE! 285円. 81銭 #VALUE! #VALUE!

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 2,295,781 経常収支率 ×××

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走
行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

北関東 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ”） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ”） ×××

×××営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 2,224,077 経常収支率 ×××

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 2,270,689 経常収支率 ×××

事業者名 関鉄グリーンバス株式会社 27年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※)

の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ） ×××

××× 経常損益 ×××営業損益 ××× 千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円

×××

営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益 ×××

営業外収益 ××× 経常収益（イ’） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ×××
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1 ××× 円

円

円

円

××× 円 ××× 円 円 ％ ××× 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

申請
番号

1 ％

％

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。
　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基
準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に
係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対
象期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することがで
きる。）

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均
値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）
に記載すること。

円　　　　銭

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定め
る期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

円　　　　銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

北関東
円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 56円. 42銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブロック名
補助対象系統の実車走行

キロ当たり経常収益
（基準期間の前々年度）　ｅ

補助対象系統の実車走行キ
ロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

補助対象系統の実車走行キ
ロ当たり経常収益

　（基準期間※） ｇ

平均増減率
(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))

÷2　=　ｈ

補助対象系統の実車走行キロ当た
り経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ

合計

北関東

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を
控除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の

者」の具体的
概要ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

2
霞ヶ浦地
区乗合タ
クシー

霞ヶ浦
地区

291 日 4,362 回 時間 4,362 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

系統 時間 時間

2 ××× 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

××× 円 円 円

千円 千円

16,056千円 4,484千円合計 ×××円 ××× ××× ××× ×××千円

円 千円

ラ ム

北関東

×××円 ××× ××× ××× ×××千円

補助ブ
ロック名

申請
番号

千円

円 千円 千円

円

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ ネ×1/2＝ナ

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

合計 時間 時間

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

％

時間 時間 ％

時間

北関東

1.0 時間 時間 100%

時間 時間

時間 ％

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助
ブロック市区町村外乗
り入れ部分以外のサー
ビス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル））÷リ＝ヲ ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着
地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回当たりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック名
補助対象事業者の時間当たり経

常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

北関東 ××× 2,699円31銭 ××× ×××

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

2

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

2,392

経常収支率 ×××

営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益

事業者名 有限会社　美並タクシー 25年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ） ×××

×××
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2 14,039,750 円

円

円

円

××× 円 ××× 円 円 ％ ××× 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

12.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

 6.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条
で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記
載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

合計

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

北関東

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

2
霞ヶ浦地
区乗合タ
クシー

霞ヶ浦
地区

291 日 4,356 回 時間 4,356 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

系統 時間 時間

2 ××× 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

××× 円 円 円

千円 千円

16,056千円 4,438千円合計 ×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

円 千円

ラ ム

北関東

×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

補助ブ
ロック名

申請
番号

千円

円 千円 千円

円

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ ネ×1/2＝ナ

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

合計 時間 時間

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

％

時間 時間 ％

時間

北関東

1.0 時間 時間 100%

時間 時間

時間 ％

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助
ブロック市区町村外乗
り入れ部分以外のサー
ビス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル））÷リ＝ヲ ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着
地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回当たりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック名
補助対象事業者の時間当たり経

常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

北関東 ××× 2,699円31銭 ××× ×××

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

2

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

2,325

経常収支率 ×××

営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益

事業者名 有限会社　美並タクシー 26年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ） ×××

×××
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2 ××× 円

円

円

円

××× 円 ××× 円 円 ％ ××× 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

12.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

 6.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条
で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記
載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

合計

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

北関東

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

2
霞ヶ浦地
区乗合タ
クシー

霞ヶ浦
地区

289 日 4,330 回 時間 4,330 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

系統 時間 時間

2 ××× 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

××× 円 円 円

千円 千円

16,056千円 4,317千円合計 ×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

円 千円

ラ ム

北関東

×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

補助ブ
ロック名

申請
番号

千円

円 千円 千円

円

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ ネ×1/2＝ナ

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

合計 時間 時間

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

％

時間 時間 ％

時間

北関東

1.0 時間 時間 100%

時間 時間

時間 ％

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助
ブロック市区町村外乗
り入れ部分以外のサー
ビス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル））÷リ＝ヲ ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着
地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回当たりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック名
補助対象事業者の時間当たり経

常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

北関東 ××× 2,699円31銭 ××× ×××

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

2

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

2,181

経常収支率 ×××

営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益

事業者名 有限会社美並タクシー 27年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ） ×××

×××
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2 ××× 円

円

円

円

××× 円 ××× 円 円 ％ ××× 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

12.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

 6.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条
で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記
載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

合計

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

北関東

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

3
千代田
地区乗
合タク

千代田
地区

291 日 2,181 回 時間 2,181 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

系統 時間 時間

3 ××× 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

××× 円 円 円

千円 千円

16,056千円 2,687千円合計 ×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

円 千円

ラ ム

北関東

×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

補助ブ
ロック名

申請
番号

千円

円 千円 千円

円

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ ネ×1/2＝ナ

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

合計 時間 時間

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

％

時間 時間 ％

時間

1.0 時間 時間 100%

時間 時間

時間 ％

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助
ブロック市区町村外乗
り入れ部分以外のサー
ビス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル））÷リ＝ヲ ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着
地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回当たりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック名
補助対象事業者の時間当たり経

常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

北関東 ××× ××× ××× ×××

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

1

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

2,392

経常収支率 ×××

営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益

事業者名 有限会社　千代田タクシー 25年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ） ×××

×××
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3 ××× 円

円

円

円

××× 円 ××× 円 円 ％ ××× 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

12.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

 6.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条
で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記
載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

合計

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

北関東

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

3
千代田
地区乗
合タク

千代田
地区

291 日 2,178 回 時間 2,178 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

系統 時間 時間

3 ××× 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

××× 円 円 円

千円 千円

16,056千円 2,676千円合計 ×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

円 千円

ラ ム

北関東

×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

補助ブ
ロック名

申請
番号

千円

円 千円 千円

円

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ ネ×1/2＝ナ

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

合計 時間 時間

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

％

時間 時間 ％

時間

北関東

1.0 時間 時間 100%

時間 時間

時間 ％

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助
ブロック市区町村外乗
り入れ部分以外のサー
ビス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル））÷リ＝ヲ ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着
地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回当たりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック名
補助対象事業者の時間当たり経

常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

北関東 ××× 2,699円31銭 ××× ×××

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

1

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

2,329

経常収支率 ×××

営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益

事業者名 有限会社　千代田タクシー 26年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ） ×××

×××
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3 ××× 円

円

円

円

××× 円 ××× 円 円 ％ ××× 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

12.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

 6.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条
で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記
載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

合計

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

北関東

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

3
千代田
地区乗
合タク

千代田
地区

289 日 2,165 回 時間 2,165 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

系統 時間 時間

3 ××× 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

××× 円 円 円

千円 千円

16,056千円 2,643千円合計 ×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

円 千円

ラ ム

北関東

×××円 ××× ××× ×××千円 ×××千円

補助ブ
ロック名

申請
番号

千円

円 千円 千円

円

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ ネ×1/2＝ナ

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

合計 時間 時間

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

％

時間 時間 ％

時間

北関東

1.0 時間 時間 100%

時間 時間

時間 ％

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助
ブロック市区町村外乗
り入れ部分以外のサー
ビス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル））÷リ＝ヲ ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着
地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回当たりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック名
補助対象事業者の時間当たり経

常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

北関東 ××× 2,699円31銭 ××× ×××

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

1

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

2,181

経常収支率 ×××

営業損益 ××× 千円 営業外損益 ××× 経常損益

事業者名 有限会社千代田タクシー 27年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 ××× 千円 営業外収益 ××× 経常収益（イ） ×××

営業費用 ××× 千円 営業外費用 ××× 経常費用（ロ） ×××

×××
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3 ××× 円

円

円

円

××× 円 ××× 円 円 ％ ××× 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

12.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

 6.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条
で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記
載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第
338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

合計

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

北関東

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

（１）記載要領

１．
２．

３．

４．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が（４　３．）に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。
「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口を記載すること。

地方運輸局長指定

市町村名 かすみがうら市

人　口

人口集中地区以外 26,903

交通不便地域 16,650

人　口 対象地区 根拠法
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